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道路運送車両の保安基準に適合 していなければなりません
`‐車道通行の原則

原則、車道を通行しなけ

ればなりません (※ 自転車

道通行可)。 また、道路左

側端を通行し、右側を通

行してはいけません。

右 鋳 の 方 濃

どのような交差点でも、い

わゆる「二段階右折」をし

なければなりません。ま

た、後方確認とウインカー

での合図が必要です。

信号機や―時停止等の

道路標識に従わなけれ

ばなりません。

16歳未満の者の
運転の禁止

信号■標識に従う義務
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シーレの様式g⊇

[曇詈屋塁霊三|1鯰財調
X性能等確認済ンール等が付けられているものは保安基準

に適合しています.
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飲酒運転の

禁止

スマートフォン等での

通話や画面を注視

しながらの運転の禁止

二人乗りの 自賠責保険 (共済)

への加入義務

乗車用
ヘルメットの着用

(努力義務)
禁止
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特定小型原動機付自転車の中でも、下記①、②などの要件を満たす電動キックボード等は

「特例特定小型原動機付自転車」といい、道路標識等により歩道を通行することができます。

ただし、歩道を通行するときは、歩行者が優先です。 鼈
歩道等を通行する間、最高速度

表示灯を重鷲させていること

0交通腫貫』通告権咀度磯 置違反金制度
∽夕寸象となります。

歩道通行中、車体の構造上、3k臨/bを超える

速度を議すことができないものであること

●特定小型原動機付自転車運転者講習制度
特定小型原動機付自転車の運転に関し、一定の違反行為(危険行為)

を3年以内に2回以上行つた者が講習制度の対象となります。
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スピードリミッター

クラクション

ヘッドライト
ウインカー

最高速度表示灯 (緑色)

※車道等では点[灯、歩道では点滅
バッテリーの
安全性

テールランプ、
ブレーキランプ

走行安定性

ブレーキ

後部反射器
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罰則等について


